
★ ２月にお誕生日を迎える小学校就学前のお子さんの写真を募集中です。顔のはっきり写った
お子さんの写真、氏名、ふりがな、住所、生年月日、40字以内のコメント、保護者の氏名、
連絡先を記入のうえ下記の宛先へ郵送又は直接持参してください。（応募多数の場合抽選）
※応募いただいた写真は返却できません。１月生まれのみんな

あて先 〒367-8501　本庄市本庄３-５-３　本庄市役所秘書広報課広報広聴係
☎㉕1155　Ｆ㉑８499　※締め切りは１月15日㈭必着です。

でんごん広場の掲載申し込み
は、秘書広報課（☎㉕1155）
へお問い合わせください。
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　「ほんじょう緑の基金」に寄附をいただきました。
　いただいた寄附金は有効に活用させていただきます。ありが
とうございました。（順不同・敬称略）

善意ありがとうございます

　ＥＸＴグループから地域福祉基金に寄附をいただきました。
　いただいた寄附金は有効に活用させていただきます。ありが
とうございました。（敬称略）

★介護いきがい課☎㉕１１２７

　＝行事案内　　　＝会員募集募行

みなさんの情報交換の場

でんごん広場
ほんじょう緑の基金

★都市計画課☎㉕１１３７

地域福祉基金

▲赤城乳業㈱

▲

沖電気工業㈱

児玉郡市リズム＆なわとびクラブ
「定期発表会2015」

日 時　１月25日㈰　正午～午後３
時45分
会場　市民文化会館
費用　700円（一部チャリティー）
＊当日直接会場へお越しください。
問い合わせ　榎本☎090-5530-8708

ニッシャクラブ
日時　月１回程度
対象　市内在住者
内 容　写真撮影地を検討し、春は花、
秋は紅葉を撮影しにバスで出かけ
る

費用　入会金　2,000円
※撮影会会費を別途集金します。
問い合わせ　遠藤☎㉑１５１８

行

募

３歳のお誕生日
おめでとう。笑顔
と元気いっぱい
の結唯がみんな
大好きだよ！

家族みんなが柊
くんの笑顔に毎
日癒されている
よこれからも
たくさんの笑顔
を見せてね！

池
いけ

田
だ

　柊
しゅう

ちゃん〈１歳〉
（児玉町吉田林）

いつもみんなを
笑顔にさせてく
れるりおくん。こ
れからもすくす
く元気に育って
ね!!

初めての誕生日
おめでとう。こ
れからも沢山の
思い出を一緒に
作っていこうね
♪

１歳おめでとう。
いつも日和に癒
されているよ。
ありがとう♪大
好き

飯
いいづか

塚　日
ひより

和ちゃん〈１歳〉
（小島３丁目）

毎日幸せをあり
がとう♪大好き
だよこれから
も元気にすくす
く育ってね☆

藤
ふじ

井
い

　琉
るい

斗
と

ちゃん〈１歳〉
（けや木３丁目）

柴
しばざき

崎　蓮
れん

ちゃん〈１歳〉
（小島南３丁目）

篠
しの

木
ぎ

　莉
り お

生ちゃん〈１歳〉
（西五十子）

尾
お

崎
ざき

　結
ゆ い

唯ちゃん〈３歳〉
（柏２丁目）



（
広
告
）

（
広
告
）

◎ホームページバナー広告随時募集中！
　詳しくは、市ホームページをご覧ください。

★秘書広報課☎㉕１１５５
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本庄市長

しんげの
一言メッセージ市長コラム

　

セ
ル
デ
ィ
（
児
玉
中
央
公
民
館
、

児
玉
文
化
会
館
、
図
書
館
児
玉
分

館
）
は
２
月
９
日
㈪
が
メ
ン
テ
ナ

ン
ス
の
た
め
臨
時
休
館
と
な
り
ま

す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

★
セ
ル
デ
ィ
☎
72
８
８
５
１

　

市
で
は
、
小
規
模
事
業
者
の
育

成
と
従
業
員
の
福
利
厚
生
の
増
進

を
目
的
に
、
事
業
者
が
支
出
す
る

退
職
金
共
済
掛
金
の
一
部
を
補
助

し
て
い
ま
す
。

補
助
対
象

　

次
の
①
〜
④
す
べ
て
に
該
当
す

る
事
業
者

① 
常
時
使
用
す
る
従
業
員
が
お
お

む
ね
20
人
（
商
業
・
サ
ー
ビ
ス

業
は
５
人
）
以
下
の
事
業
者

② 

中
小
企
業
退
職
金
共
済
契
約
又

は
特
定
退
職
金
共
済
契
約
を
し

て
い
る
事
業
者

③ 

市
内
に
事
業
所
が
あ
り
、
１
年

以
上
の
事
業
実
績
を
持
ち
、
市

税
を
完
納
し
て
い
る
事
業
者

④ 

こ
れ
ま
で
に
補
助
制
度
を
利
用

し
た
こ
と
の
な
い
事
業
者

期
間　

３
年
間
（
継
続
）

「
中
小
企
業
退
職
金
共
済
掛
金

の
補
助
制
度
」
に
つ
い
て

　
「
農
林
業
セ
ン
サ
ス
」
は
、
我
が

国
の
農
林
業
の
生
産
構
造
、
就
業

構
造
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

農
山
村
の
実
態
を
総
合
的
に
把
握

し
、
農
林
業
の
企
画
・
立
案
・
推

進
の
た
め
の
基
礎
資
料
を
作
成
す

る
事
を
目
的
と
し
て
５
年
ご
と
に

実
施
さ
れ
る
統
計
調
査
で
す
。

　

調
査
員
が
対
象
農
家
や
会
社
等

を
訪
問
し
ま
す
の
で
、
聞
き
取
り

や
、
調
査
票
記
入
へ
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

期
間　

１
月
中
旬
〜
２
月
中
旬

内 

容　

農
林
業
を
営
ん
で
い
る
農

家
や
会
社
な
ど
へ
調
査
員
が
訪

問
し
、
調
査
対
象
に
な
る
か
否

か
を
聞
き
取
り
に
よ
り
判
定

※
調
査
対
象
と
な
っ
た
場
合
、
調

査
票
等
を
配
布
し
ま
す
の
で
、
ご

記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

★
農
政
課
☎
㉕
１
１
７
６

補
助
金
額

　

 

加
入
従
業
員
１
人
に
つ
き
１
年

間
当
た
り
２
、
４
０
０
円
（
上

限
）

※
必
要
書
類
等
に
つ
い
て
は
、
左

記
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申 

込　

１
月
30
日
㈮
ま
で
に
電
話

又
は
直
接
左
記
へ

★
商
工
課
☎
㉕
１
１
７
５

教育委員制度の改正にあたって

セ
ル
デ
ィ
臨
時
休
館
の
お
知
ら
せ

「
２
０
１
５
年
農
林
業
セ
ン
サ

ス
」に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す

お
知
ら
せ

　市の教育行政と市長はどのような関係にあるかご存知で
すか？
　問い：市の教育の内容は市長が決める、〇か×か。答え
は×です。自治体の教育行政は教育委員会がその責任を
負っています。
　教育行政には「政治的中立性」や「継続性・安定性」が
求められます。市長の交代で例えば先生の人事まで影響が
あるようではいけません。市長の権限は議会の同意を経て
教育委員を任命するまでで、それから先は教育委員会に任
せる、というのが現在の制度です。
　とはいえ学校の工事や生涯学習の推進、児童生徒に関す
るさまざまな課題など、市長の各部局と教育委員会がお互
いに連携しながら行う仕事もたくさんあります。にもかか
わらず、市長が教育委員と共に教育行政について話し合う
「公の会議」は制度としてありませんでした。ですから例
えば私がこれまで教育委員のみなさんとさまざまな協議を
行ったとしても、それらはすべて任意のものでした。
　昨年の法改正を受けて、４月１日以降、自治体の教育委
員制度は変わっていきます。教育委員長の職を廃止し「新
教育長」に統合、自治体の長が「新教育長」を議会の同意

により任命、総合教育会議つまり長と教育委員会の「公の
会議」の設置、大綱の策定義務など、地方教育行政は大き
く制度改正されます。
　問い：新しい教育委員制度の下では、市の教育の内容は
市長が決める、〇か×か。答えはやはり×です。従来通り
内容は教育委員会が決定し責任を持ちます。しかしその上
で、市長は総合教育会議において教育委員会と対等な立場
で市の教育方針について協議し、教育の方向性を示す大綱
を定める事となりました。
　本市の教育行政は従来の制度の下で順調に進展しており、
新制度へも支障なく移行できると考えます。特に市長と教
育委員会は常に協議しながら物事を進めてきたので、やっ
と国の教育行政が地方の実情に合わせて制度改正をした、
とも私は感じております。
　教育基本法や学習指導要領を尊重し、市の総合振興計画
教育文化分野の「明日を拓く人を育み、魅力ある文化が育
つまち」を目指し、教育委員会とこれまで同様タッグを組
んで教育行政を進めてまいります。
※なお改正法施行日である本年４月１日において在任中の
教育長は、教育委員としての任期が満了するまで現行制度
の教育長として在職でき、その間はこれまで同様の教育委
員会の体制が継続します。


